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第7章 計画の推進について 

7-1  情報基盤の整備と活用 

公共施設等の長寿命化を図っていくためには、建築基準法第 12 条の法定点検結果や定期的な劣化状

況調査結果などの施設の状態に関する情報を個別に整理するのではなく、公共施設マネジメントシステム

を活用して、施設の基本情報、光熱水費をはじめとする維持管理情報、修繕履歴や劣化情報について、デ

ータベースを定期的に更新し、一元管理を行い庁内での情報共有を図ります。 

7-2  推進体制等の整備 

市の公共施設マネジメントの全体調整を担う公共施設マネジメント所管課との協議・アドバイスのもとで、

施設管理担当課で計画推進に取り組みます。また、推進にあたって重要な政策決定や、計画の進行管理・

見直し、保全対応などの協議は必要に応じて、提案内容を取手市公共施設マネジメント戦略会議で協議し

て方針を定めます。 
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7-3  フォローアップ 

今回の計画は今後１０年間の消防系施設の維持・更新についての方針を示すものであり、その後は状況

の変化等に対応して、あらためて計画を見直す必要があります。 

将来にわたって適切な公共施設のマネジメントを行っていくにあたり、以下の PDCA サイクルによって、

継続的に計画の実施状況を確認し、施設や市をとりまく状況を踏まえて、見直しを行っていきます。 

 

・PLAN（計画）   ： 施設の劣化状況等を踏まえた個別施設計画を策定します 

・DO（実施）     ： 個別施設計画に基づく維持・改修・改築を行います 

・CHECK（評価）  ： 実施結果の評価・検証を行います 

・ACTION（改善） ： 検証結果を踏まえて必要に応じて個別施設計画を見直します 

 

 

 

7-4  市民との情報共有・協働のあり方について 

 サービスの対象としては全市民が対象です。安全で安心なまちづくりのため、市民はもとより関係機

関の声を十分に尊重し、情報共有を図りながら検討を進めていきます。 
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参考資料 

（1）  建物調査シート 
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